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又、特に必要を認めた場合は，推薦者等から意見を聞くことができるものとする。

(5) 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。

(6) 議長の判断により書面での決裁をもって、審査会での選考に代えることができる。

（評価及び評点）

４．評価は、審査表の定めるところによる。

ただし、工場等、電気工事業者の営業所、主任技術者、電気工事士及びその他表彰に価

する者について、電気保安功労者中国四国産業保安監督部長表彰選考基準（平成２４年５月

９日付け平成 24･04･24 中四産保第４号）３．及び電気保安功労者大臣表彰選考基準（令和

元年５月２４日付け２０１９０４２３保第２３号）３．に規定する評点に充たない場合は、

表彰等候補者として不適格とする。

（庶務）

５．審査会の庶務は、電力安全課において行う。

（雑則）

６．この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮っ

て定める。

附 則

この要領は、平成１７年５月１２日から施行する。

附 則

この要領は、平成２４年５月９日から施行する。

附 則

この要領は、平成２４年１２月３日から施行する。

附 則

この要領は、平成２７年５月２１日から施行する。

附 則

この要領は、令和２年４月２８日から施行する。

附 則

この要領は、令和３年３月３１日から施行する。

附 則

この要領は、令和３年１０月１３日から施行する。



別表

総合評点

表 彰 対 象 区 分 大 臣 表 彰 部 長 表 彰

１．工場等の部 １２６点以上 １１７点以上

２．電気工事業者の営業所の部 １０５点以上 ９８点以上

３．個人の部

３－１．主任技術者 ８２点以上 ７７点以上

３－２．電気工事士 ８７点以上 ８２点以上

３－３．電気保安関係永年勤続者 ９３点以上 ８９点以上

３－４．その他の功労者 － －

４．団体の部

４－１．電気保安にかかる研究・ ８４点以上 ７８点以上

教育団体

４－２．その他の功労団体 － －
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（参考）委員長表彰
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108点以上
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　90点以上

PC-03

　73点以上
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　78点以上
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　85点以上
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　72点以上
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別紙１

審 査 表

１．工場等の部

項 評 評
目 審査事項 価 点 評 価 事 項

(1) 電気関係法令が整備されており、さらに内容を熟知しており維持管理を行う際
Ａ 10 に積極的に活用し、遵守している。

電
気 イ 電気保安
保 関係法令等 電気関係法令が整備されており、維持管理を行う際に積極的に活用し、遵守し
安 の調整、活 Ｂ 7 ている。
関 用状況
係
法 Ｃ 5 電気関係法令が整備されており、維持管理を行う際に活用し、遵守している。
令
等 Ｄ 0 上記以外
の
遵 過去１１年以内に指摘等を受けたことがない。
守 Ａ 10
状
況 ロ 関係官庁

に対する 過去８年以上１１年未満の間に指摘等を受けたことがある。
許認可報告 Ｂ 7
、届出等の
手続状況

Ｃ 5 過去５年以上８年未満の間に指摘等を受けたことがある。

Ｄ 0 過去５年未満の間に許認可等（軽微な報告・届出は除く）の手続について指摘
等を受けたことがある。

過去１１年以内に指摘等を受けたことがない。（過去１１年以上前に、特に重
Ａ 10 大な技術基準違反があった場合は、Ｂ評価とする。）

ハ 電気保安
関係法令の 過去８年以上１１年未満の間に指摘等を受けたことがある。（この間に、特に
技術上の基 Ｂ 7 重大な技術基準違反があった場合は、Ｃ評価とする。）
準に適合し
た電気工作
物が設置、 Ｃ 5 過去５年以上８年未満の間に指摘等を受けたことがある。（この間に、特に重
使用されて 大な技術基準違反があった場合は、Ｄ評価とする。）
いるかどう
か Ｄ 0 過去５年未満の間に指摘等を受けたことがある。

(2) ５年を 電気関係報告規則第３条に基づき報告すべき事故及び同規則第４条に基づき届
超える け出るべき事故（当該電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者の責任に

事 １年に よらないものは除く。）及び公害関係その他社会の範としてふさわしくない問
故 事故の発生 つき２ 題が５年間を超えて発生していないもので、その越える年数。
の の状況 点。
発 ただし
生 、４０
状 点を上
況 限とす

る。
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項 評 評
目 審査事項 価 点 評 価 事 項

(3) Ａ 10 組織規程を有し、緊急時の出動要領、作業要領、同分担及び責任の所在を明確
に定め、全職員に周知を図っている。また、連絡体制の周知が図られており、

事 常に責任者を通じ、連絡を取れる体制を確保している。
故 イ 災害、そ
の の他非常の 組織規程を有し、緊急時の出動要領、作業要領、同分担及び責任の所在を明確
予 場合の組織 Ｂ 7 に定め、連絡体制の周知が図られている。
防 に関する規
及 程の有無
び Ｃ 5 組織規程を有し、緊急時の出動要領が明確に定められている。
復
旧 Ｄ 0 組織規程を有している。
対
策 Ａ 10 年に２回以上、計画的に復旧、防災訓練を実施し、周辺地域で行われる防災訓

練等に年３回以上参加している。
ロ 復旧、防
災訓練の実 Ｂ 7 年に１回以上、復旧、防災訓練を実施し、周辺地域で行われる防災訓練等に年
施状況 ２回以上参加している。

Ｃ 5 年に１回以上、復旧、防災訓練を実施し、周辺地域で行われる防災訓練等に年
１回以上参加している。

Ｄ 0 年に１回以上、復旧、防災訓練を実施しているが、周辺地域で行われる防災訓
練等には参加していない。

(4) Ａ 10 電気主任技術者の職位（課長職相当以上）が明確に定められ、指揮命令系統が
イ 主任技術 確立されている。

保 者の選任状
守 況 Ｂ 7 電気主任技術者の職位（係長職相当）が明確に定められ、指揮命令系統が確立
運 されている。
営
体 Ｃ 5 電気主任技術者の職位が明確に定められ、指揮命令系統が確立されている。ま
制 たは、外部の者に委託している。

Ｄ 0 電気主任技術者の職位が明確に定めらていない。または、指揮命令系統が確立
されていない。

ロ 保安規程 Ａ 10 保安規程に各担当者の所在が明確に定められ、徹底した連絡体制の周知が図ら
に、主任技 れている。また、所（社）内のセクション又はエリア毎の担当者が適切に配置
術者その他 されている。
の保安要員
による保安 Ｂ 7 保安規程に各担当者の所在が明確に定められ、連絡体制の周知が図られている。
管理組織が また、所（社）内のセクション又はエリア毎に担当者が配置されている。
定められ、
かつ、適正 Ｃ 5 保安規程に各担当者の所在が明確に定められている。また、各担当者が配置さ
に保安要員 れている。
が配置され
ているかど Ｄ 0 上記以外
うか。

設備の更新が計画的になされるなど、電気工作物に関する予防保全のための顕
Ａ 10 著な改善実績がある。また、技術基準不適合が明らかになった際は、速やかに

改善をしている。（過去に技術基準不適合が明らかになったにもかかわらず、
ハ 電気工作 速やかに改善をしなかったことがある場合は、Ｂ評価とする。）
物、施設等
に対する保 電気工作物に関する予防保全のための改善実績がある。また、技術基準不適合
安上の改善 Ｂ 7 が明らかになった際には、速やかに改善をしている。（過去に技術基準不適合
状況 が明らかになったにもかかわらず、速やかに改善をしなかったことがある場合

は、Ｃ評価とする。）

Ｃ 5 電気工作物に関する予防保全のための改善実績がある。また、技術基準不適合
が明らかになった際には、改善をしている。（過去に技術基準不適合が明らか
になったにもかかわらず、改善に時間を要したことがある場合は、Ｄ評価とす
る。）

Ｄ 0 上記以外
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項 評 評
目 審査事項 価 点 評 価 事 項

(5) 全従業員を対象に年４回以上カリキュラムに基づいた保安教育を実施し、内容
Ａ 10 も充実している。

保
安 イ 電気保安
教 等の従業員 保安担当者を対象に年２回以上カリキュラムに基づいた保安教育を実施してい
育 教育の実施 Ｂ 7 る。
の 状況
実
施 Ｃ 5 保安担当者を対象にカリキュラムに基づいた保安教育を年１回実施している。
状
況 Ｄ 0 上記以外

委員会、研究会等を年４回以上開催し、その成果を得ている。
Ａ 10

ロ 所（社）
内における
電気保安関 委員会、研究会等を年２回以上開催している。
係の委員 Ｂ 7
会、研究会
等の設置及
び活動状況 Ｃ 5 委員会、研究会等を年１回開催している。

Ｄ 0 上記以外

Ａ 10 研究会、講習会等に年４回以上参加し、その成果を業務に反映させている。
ハ 所（社）

外における
電気保安関 Ｂ 7 研究会、講習会等に年２回以上参加し、その成果を業務に反映させている。
係の研修
等の参加状
況 Ｃ 5 研究会、講習会等に年１回参加し、その成果を業務に反映させている。

Ｄ 0 上記以外

(6) イ 表彰関係 Ａ 10 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が３件以上ある。（電気保安功
労者監督部長表彰（当該表彰の前身となる表彰を含む）を除く。）

表 ① 電気保安
彰 関係の表彰 Ｂ 7 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が２件ある。（電気保安功労者
受 受賞の状況 監督部長表彰（当該表彰の前身となる表彰を含む）を除く。）
賞 （所（社）内
そ で電気保安 Ｃ 5 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が１件ある。（電気保安功労者
の 関係で表彰を 監督部長表彰（当該表彰の前身となる表彰を含む）を除く。）
他 受賞した者が

いる場合は、 Ｄ 0 上記以外
評価の対象と
する。）

② 電気保安 Ａ 10 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が４件以上ある。
関係以外の
表彰受賞の Ｂ 7 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が３件ある。
状況

Ｃ 5 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が２件ある。

Ｄ 0 上記以外
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項 評 評
目 審査事項 価 点 評 価 事 項

(6) Ａ 10 ①に加えて、②～④のいずれかを満たしていること。
ロ その他社

表 会の模範と ①下記イ～ハに定める電気保安に係る事項の全てに該当している。
彰 して特筆す イ自然災害への対応に大きく貢献している。
受 べき事項 ロ事故等への対応に顕著な実績がある。
賞 ※自らの事業場に関する事故への対応については、その程度や周りへの
そ 影響を踏まえて判断すること。
の ハ「（５）保安教育の実施状況」が B以上であること。
他

②例示Ａが２つ以上。
③例示Ａが１つ＋例示Ｂが２つ以上。
④例示Ｂが４つ以上。

（例示Ａ）
・奉仕活動に貢献
・自治体・警察・消防・民間団体等による感謝状

※貢献度が顕著なものは２つとカウントする。

Ｂ 7 ①に加えて、②か③のいずれかを満たしていること。

①下記イ～ハに定める電気保安に係る事項のいずれかに該当している。
イ自然災害への対応に大きく貢献している。
ロ事故等への対応に顕著な実績がある。

※自らの事業場に関する事故への対応については、その程度や周りへの
影響を踏まえて 判断すること。

ハ「（５）保安教育の実施状況」が B以上であること。

②例示Ｂが２～３つ以上。
③例示Ａが１つ以上。

（例示Ｂ）
・地域の活動（防犯活動等）に貢献
・町内会・学校等による感謝状

※貢献度が顕著なものは２つとカウントする。

Ｃ 5 例示Ｂが１つ以上。

Ｄ 0 特になし
（単に団体等、町内会、自治会等の役員・委員を務めたなどの、社会への貢献
が具体的でないものを含む）
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２．電気工事業者の営業所の部

項 評 評
目 審査事項 価 点 評 価 事 項

(1) Ａ 10 電気関係法令が整備されており、さらに内容を熟知しており維持管理を行う
際に積極的に活用し、遵守している。

電 イ 電気保安
気 関係法令等 Ｂ 7 電気関係法令が整備されており、維持管理を行う際に積極的に活用し、遵守
保 の整備、活 している。
安 用及びその
関 遵守状況 Ｃ 5 電気関係法令が整備されており、維持管理を行う際に活用し、遵守している。
係
法 Ｄ 0 上記以外
令
の
遵 Ａ 10 過去１１年以内に指摘等を受けたことがない。
守
状 ロ 関係官庁
況 に対する登 Ｂ 7 過去８年以上１１年未満の間に指摘等を受けたことがある。

録又は届出
等の手続の
状況 Ｃ 5 過去５年以上８年未満の間に指摘等を受けたことがある。

Ｄ 0 過去５年未満に指摘等を受けたことがある。

(2) ５年を 施工する電気工事による危険及び障害が５年間を超えて発生していないもの
超える で、その超える年数。

事 事故の発生 １年に
故 の状況 つき２
の 点。
発 ただし
生 、４０
状 点を上
況 限とす

る。

(3) Ａ 10 器具、工具、保護具が、種類、数ともに十分整備され活用されている。
イ 測定器、

危 安全防護具
険 、工具等の Ｂ 7 器具、工具、保護具が、十分整備されている。
発 整備状況
生
の Ｃ 5 器具、工具、保護具が、必要最低限整備されている。
防
止 Ｄ 0 上記以外
措
置 ロ 事故発生 Ａ 10 組織規程を有し、緊急時の出動要領、作業要領、同分担及び責任の所在を明

に備えて需 確に定め、全職員に周知を図っている。また、連絡体制の周知が図られてお
要家に対す り、常に責任者を通じ、連絡を取れる体制を確保している。
る的確な応
動体制及び Ｂ 7 組織規程を有し、緊急時の出動要領、作業要領、同分担及び責任の所在を明
関係者に対 確に定め、連絡体制の周知が図られている。
する連絡体
制等の状況 Ｃ 5 組織規程を有し、緊急時の出動要領が明確に定められている。

Ｄ 0 組織規程を有している。
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項 評 評
目 審査事項 価 点 評 価 事 項

(3) ハ 復旧、防 Ａ 10 年に２回以上、計画的に復旧、防災訓練を実施し、周辺地域で行われる防災
災訓練の実 訓練等に年３回以上参加している。

危 施状況
険 Ｂ 7 年に１回以上、復旧、防災訓練を実施し、周辺地域で行われる防災訓練等に
発 年２回以上参加している。
生
の Ｃ 5 年に１回以上、復旧、防災訓練を実施し、周辺地域で行われる防災訓練等に
防 年１回以上参加している。
止
措 Ｄ 0 年に１回以上、復旧、防災訓練を実施しているが、周辺地域で行われる防災
置 訓練等には参加していない。

ニ 電気工事 従業員教育を概ね年４回以上行い内容も充実している。
技術及び電 Ａ 10
気保安等の
従業員教育
の実施状況 従業員教育を概ね年２回以上実施している。

Ｂ 7

Ｃ 5 従業員教育を概ね年１回実施している。

Ｄ 0 上記以外

ホ 所(社)内 Ａ 10 委員会、研究会等を概ね年４回以上開催し、その成果を得ている。
における電
気工事技術
関係の委員 委員会、研究会等を概ね年２回以上開催している。
会、研究会 Ｂ 7
等の設置及
び活動状況 Ｃ 5 委員会、研究会等を概ね年１回開催している。

Ｄ 0 上記以外

ヘ 所(社)外 Ａ 10 研究会、講習会等に概ね年４回以上参加し、その成果を業務に反映させてい
における電 る。
気工事技術
関係の研究 Ｂ 7 研究会、講習会等に概ね年２回以上参加している。
会、講習会
等への参加
状況 Ｃ 5 研究会、講習会等に概ね年１回参加している。

Ｄ 0 上記以外
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項 評 評
目 審査事項 価 点 評 価 事 項

(4) イ 表彰関係 Ａ 10 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が３件以上ある。（電気保安功
①電気保安関 労者監督部長表彰（当該表彰の前身となる表彰を含む）を除く。）

表 係の表彰受賞
彰 者の状況（所 Ｂ 7 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が２件ある。（電気保安功労者
受 (社)内で電気 監督部長表彰（当該表彰の前身となる表彰を含む）を除く。）
賞 保安関係で表
そ 彰を受賞した Ｃ 5 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が１件ある。（電気保安功労者
の 者がいる場合 監督部長表彰（当該表彰の前身となる表彰を含む）を除く。）
他 には評価の対

象とする） Ｄ 0 上記以外

Ａ 10 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が４件以上ある。
② 電気保安

関係以外の Ｂ 7 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が３件ある。
表彰受賞の
状況 Ｃ 5 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が２件ある。

Ｄ 0 上記以外

ロ その他社 Ａ 10 ①に加えて、②～④のいずれかを満たしていること。
会の模範と
して特筆す ①下記イ～ハに定める電気保安に係る事項の全てに該当している。
べき事項 イ自然災害への対応に大きく貢献している。

ロ事故等への対応に顕著な実績がある。
※自らの事業場に関する事故への対応については、その程度や周りへの

影響を踏まえて判断すること。
ハ「（３）ニ電気工事技術及び電気保安等従業員教育の実施状況」が
B以上であること。

②例示Ａが２つ以上。
③例示Ａが１つ＋例示Ｂが２つ以上。
④例示Ｂが４つ以上。

（例示Ａ）
・奉仕活動に貢献
・自治体・警察・消防・民間団体等による感謝状

※貢献度が顕著なものは２つとカウントする。

Ｂ 7 ①に加えて、②か③のいずれかを満たしていること。

①下記イ～ハに定める電気保安に係る事項のいずれかに該当している。
イ自然災害への対応に大きく貢献している。
ロ事故等への対応に顕著な実績がある。

※自らの事業場に関する事故への対応については、その程度や周りへの
影響を踏まえて 判断すること。

ハ「（３）ニ電気工事技術及び電気保安等従業員教育の実施状況」が
B以上であること。

②例示Ｂが２～３つ以上。
③例示Ａが１つ以上。

（例示Ｂ）
・地域の活動（防犯活動等）に貢献
・町内会・学校等による感謝状

※貢献度が顕著なものは２つとカウントする。

Ｃ 5 上記Ａ及びＢに該当せず例示Ｂ以上が１つ以上。

Ｄ 0 特になし（単に、被表彰候補者の電気工事業者の営業所の役員等が団体等、
町内会、自治会等の役員・委員を務めたなどの、社会への貢献が具体的でな
いものを含む）
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３．個人の部
３－１．主任技術者

項 評 評
目 審査事項 価 点 評 価 事 項

(1) 電気保安関 １年に 電気保安関係の職務に従事した年数
電気 係の職務に従 つき１
保安 事した年数 点
関係
の経
験年
数

(2) イ 主任技術 過去１１年以内（異動や退職等により、主任技術者として従事していない期
者として従事 Ａ 10 間を除く。）に事故は発生していない。（１１年以上前に特に重大な事故があ

電気 した工場等に る場合は、Ｂ評価とすることができる。）
保安 おいて、当該
の確 従事期間電気 Ｂ 7 過去８年以上１１年未満（異動や退職等により、主任技術者として従事して
保に 関係報告規則 いない期間を除く。）の間に事故あり。（特に重大な事故の場合は、Ｃ評価と
関す 第３条に基づ することができる。）
る貢 き報告すべき
献 事故及び同令 Ｃ 5 過去５年以上８年未満（異動や退職等により、主任技術者として従事してい

第４条に基づ ない期間を除く。）の間に事故あり。（特に重大な事故の場合は、Ｄ評価とす
き届け出るべ ることができる。）
き事故（当該
主任技術者の Ｄ 0 過去５年未満（異動や退職等により、主任技術者として従事していない期間
責任権限以外 を除く。）に事故あり。
の も の は 除
く。）の発生
の状況

ロ 主任技術 過去１１年以内（異動や退職等により、電気保安関係の職務に従事していな
者以外として Ａ 10 い期間を除く。）に事故は発生していない。（１１年以上前に特に重大な事故
電気保安関係 がある場合は、Ｂ評価とすることができる。）
の職務に従事
した工場等に Ｂ 7 過去８年以上１１年未満（異動や退職等により、電気保安関係の職務に従事
おいて、当該 していない期間を除く。）の間に事故あり。（特に重大な事故の場合は、Ｃ評
従事期間電気 価とすることができる。）
関係報告規則
第３条に基づ Ｃ 5 過去５年以上８年未満（異動や退職等により、電気保安関係の職務に従事し
き報告すべき ていない期間を除く。）の間に事故あり。（特に重大な事故の場合は、Ｄ評価
事故及び同令 とすることができる。）
第４条に基づ
き届け出るべ Ｄ 0 過去５年未満（異動や退職等により、電気保安関係の職務に従事していない
き事故（自己 期間を除く。）に事故あり。
の責任権限以
外のものは除
く。）の発生
の状況（当項
目に該当する
期限がない場
合は（２）イ
の期間をもっ
て 読 み 替 え
る。）

ハ 電気保安 Ａ 10 電気保安に関する改善実績が実用化され、自社内だけでなく自社以外でも広
の確保に関 く使用されている。
する改善、
研究、考案 Ｂ 7 電気保安に関する改善実績が実用化され、自社内で使用されている。
、発明等の
状況

Ｃ 5 電気保安に関する改善実績がある。

Ｄ 0 上記以外
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項 評 評
目 審査事項 価 点 評 価 事 項

(3) イ 電気保安 Ａ 10 概ね年２回以上講師等としての実績がある。(自社従業員教育向けの教育、団
等の従業員 体等が実施する複数社向けの講習の講師等を含む。）

保安 教育の講師
教育 等としての Ｂ 7 概ね年１回以上講師等としての実績がある。(自社従業員教育向けの教育、団
に関 実績の状況 体等が実施する複数社向けの講習の講師等を含む。）
する
貢献 Ｃ 5 講師等としての実績がある。(自社従業員教育向けの教育、団体等が実施する

複数社向けの講習の講師等を含む。）

Ｄ 0 上記以外

ロ 所(社)内 Ａ 10 概ね年２回以上委員としての実績がある。
における電
気保安関係 Ｂ 7 概ね年１回以上委員としての実績がある。
の委員会、
研究会等の Ｃ 5 委員としての実績がある。
委員として
の実績の状 Ｄ 0 上記以外
況

ハ その他電 Ａ 10 イ、ロ以外に従業員教育（部下を計画的に外部講習会等に派遣する等）及び従
気保安に関 業員教育充実のための活動（事故事例の分析、安全冊子の作成、団体等におけ
する技術又 る人材育成の取組等）を実施している。
は知識の向
上に、特筆 Ｂ 7 イ、ロ以外に従業員教育（自社従業員教育向けの教育、団体等が実施する複数
すべき功績 社向けの教育等を含む。）又は従業員教育充実のための活動を実施している。
の状況

Ｃ 5 従業員教育（自社従業員教育向けの教育、団体等が実施する複数社向けの教育
等を含む。）に関し努力が見られる。（資格取得や外部講習会等への参加を奨励
する等。）

Ｄ 0 上記以外

(4) イ 表彰関係 Ａ 10 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が３件以上ある。（電気保安功
労者監督部長表彰（当該表彰の前身となる表彰を含む）を除く。）

表彰 ① 電気保安
受賞 関係の表彰 Ｂ 7 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が２件ある。（電気保安功労者
その 受賞の状況 監督部長表彰（当該表彰の前身となる表彰を含む）を除く。）
他

Ｃ 5 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が１件ある。（電気保安功労者
監督部長表彰（当該表彰の前身となる表彰を含む）を除く。）

Ｄ 0 上記以外

Ａ 10 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が４件以上ある。
② 電気保安

関係以外の Ｂ 7 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が３件ある。
表彰受賞の
状況 Ｃ 5 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が２件ある。

Ｄ 0 上記以外
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項 評 評
目 審査事項 価 点 評 価 事 項

(4) ロ その他社 Ａ 10 ①に加えて、②～④のいずれかを満たしていること。
会の模範と

表 して特筆す ①下記イ～ハに定める電気保安に係る事項の全てに該当している。
彰 べき事項 イ自然災害への対応に大きく貢献している。
受 ロ事故等への対応に顕著な実績がある。
賞 ※自らの事業場に関する事故への対応については、その程度や周りへの
そ 影響を踏まえて判断すること。
の ハ「（３）イ電気保安等の従業員教育の講師等としての実績の状況」が
他 B以上であること。

②例示Ａが２つ以上。
③例示Ａが１つ＋例示Ｂが２つ以上。
④例示Ｂが４つ以上。

（例示Ａ）
・自治体・警察・消防・民間団体等による感謝状
・奉仕活動に貢献
・団体等の長として社会に貢献

※貢献度が顕著なものは２つとカウントする。

Ｂ 7 ①に加えて、②か③のいずれかを満たしていること。

①下記イ～ハに定める電気保安に係る事項のいずれかに該当している。
イ自然災害への対応に大きく貢献している。
ロ事故等への対応に顕著な実績がある。
※自らの事業場に関する事故への対応については、その程度や周りへの

影響を踏まえて 判断すること。
ハ「（３）イ電気保安等の従業員教育の講師等としての実績の状況」が
B以上であること。

②例示Ｂが２～３つ以上。
③例示Ａが１つ以上。

（例示Ｂ）
・地域の防犯活動に貢献
・町内会・学校等による感謝状
・団体の要職として社会・地域に貢献
・町内会等の委員として地域に貢献

※貢献度が顕著なものは２つとカウントする。

Ｃ 5 上記Ａ及びＢに該当せず例示Ｂ以上が１つ以上。

Ｄ 0 特になし（単に団体等、町内会、自治会等の役員・委員を務めたなどの、社
会への貢献が具体的でないものを含む）
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３－２．電気工事士

項 評 評
目 審査事項 価 点 評 価 事 項

(1) 電気工事関 １年に 電気工事関係の職務に従事した年数
係の職務に従 つき１

電 事した年数 点
気
工
事
関
係
の
経
験
年
数

(2) イ 電気工事 Ａ 10 過去１１年以内（異動や退職等により、電気工事士として従事していない期間
士として施 を除く。）に事故は発生していない。（１１年以上前に特に重大な事故がある場

電 工した電気 合は、Ｂ評価とする。）
気 工事による
保 危険及び障 Ｂ 7 過去８年以上１１年未満（異動や退職等により、電気工事士として従事してい
安 害の発生の ない期間を除く。）の間に事故あり。（特に重大な事故の場合は、Ｃ評価とする。）
の 状況
確 Ｃ 5 過去５年以上８年未満（異動や退職等により、電気工事士として従事していな
保 い期間を除く。）の間に事故あり。（特に重大な事故の場合は、Ｄ評価とする。）
に
関 Ｄ 0 過去５年未満（異動や退職等により、電気工事士として従事していない期間を
す 除く。）の間に事故あり。
る
貢 ロ 主任電気 過去１１年以内（異動や退職等により、主任電気工事士として従事していない
献 工事士として Ａ 10 期間を除く。）に事故は発生していない。（１１年以上前に特に重大な事故があ

施工を管理、 る場合は、Ｂ評価とする。）
監督した電気
工事による危 Ｂ 7 過去８年以上１１年未満（異動や退職等により、主任電気工事士として従事し
険及び障害の ていない期間を除く。）の間に事故あり。（特に重大な事故の場合は、Ｃ評価と
発 生 の 状 況 する。）
（当項目の主
任電気工事士 Ｃ 5 過去５年以上８年未満（異動や退職等により、主任電気工事士として従事して
の経験がなく いない期間を除く。）の間に事故あり。（特に重大な事故の場合は、Ｄ評価とす
該当しない場 る。）
合は（２）イ
の状況をもっ Ｄ 0 過去５年未満（異動や退職等により、主任電気工事士として従事していない期
て 読 み 替 え 間を除く。）の間に事故あり。
る。）

ハ 電気工事 Ａ 10 電気工事に関する改善実績が実用化され、自社内だけでなく自社以外でも広く
（電気保安関 使用されている。

係）に関す
るする改 Ｂ 7 電気工事に関する改善実績が実用化され、自社内で使用されている。
善、 研究、
考案、発明 Ｃ 5 電気工事に関する改善実績がある。
等の状況

Ｄ 0 上記以外

(3) イ 電気保安 Ａ 10 概ね年２回以上講師等としての実績がある。(自社従業員教育向けの教育、団
等の従業員 体等が実施する複数社向けの講習の講師等を含む。）

保 教育の講師
安 等としての Ｂ 7 概ね年１回以上講師等としての実績がある。(自社従業員教育向けの教育、団
教 実績の状況 体等が実施する複数社向けの講習の講師等を含む。）
育
に Ｃ 5 講師等としての実績がある。(自社従業員教育向けの教育、団体等が実施する
関 複数社向けの講習の講師等を含む。）
す
る Ｄ 0 上記以外
貢
献
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項 評 評
目 審査事項 価 点 評 価 事 項

(3) ロ 所(社)内 Ａ 10 概ね年２回以上委員としての実績がある。
における電気

保 保安関係の委 Ｂ 7 概ね年１回以上委員としての実績がある。
安 員会、研究会
教 等の委員とし Ｃ 5 委員としての実績がある。
育 ての実績の状
に 況 Ｄ 0 上記以外
関
す ハ その他電 Ａ 10 イ、ロ以外に従業員教育（部下を計画的に外部講習会等に派遣する等）及び従
る 気保安に関す 業員教育充実のための活動（事故事例の分析、安全冊子の作成、団体等におけ
貢 る技術又は知 る人材育成の取組等）を実施している。
献 識の向上に、

特筆すべき功 Ｂ 7 イ、ロ以外に従業員教育（自社従業員教育向けの教育、団体等が実施する複数
績の状況 社向けの教育等を含む。）又は従業員教育充実のための活動を実施している。

Ｃ 5 従業員教育（自社従業員教育向けの教育、団体等が実施する複数社向けの教育
等を含む。）に関し努力が見られる。（資格取得や外部講習会等への参加を奨励
する等。）

Ｄ 0 上記以外

(4) イ 表彰関係 Ａ 10 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が３件以上ある。（電気保安功
労者監督部長表彰（当該表彰の前身となる表彰を含む）を除く。）

表 ① 電気保安
彰 関係の表彰 Ｂ 7 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が２件ある。（電気保安功労者
受 受賞の状況 監督部長表彰（当該表彰の前身となる表彰を含む）を除く。）
賞
そ Ｃ 5 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が１件ある。（電気保安功労者
の 監督部長表彰（当該表彰の前身となる表彰を含む）を除く。）
他

Ｄ 0 上記以外

Ａ 10 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が４件以上ある。
② 電気保安

関係以外の Ｂ 7 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が３件ある。
表彰受賞の
状況 Ｃ 5 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が２件ある。

Ｄ 0 上記以外

Ａ 10 ①に加えて、②～④のいずれかを満たしていること。
ロ その他社

会の模範と ①下記イ～ハに定める電気保安に係る事項の全てに該当している。
して特筆す イ自然災害への対応に大きく貢献している。
べき功績 ロ事故等への対応に顕著な実績がある。

※自らの事業場に関する事故への対応については、その程度や周りへの
影響を踏まえて判断すること。

ハ「（３）イ 電気保安等の従業員教育の講師等としての実績の状況」が
B以上であること。

②例示Ａが２つ以上。
③例示Ａが１つ＋例示Ｂが２つ以上。
④例示Ｂが４つ以上。

（例示Ａ）
・自治体・警察・消防・民間団体等による感謝状
・奉仕活動に貢献
・団体等の長として社会に貢献

※貢献度が顕著なものは２つとカウントする。
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項 評 評
目 審査事項 価 点 評 価 事 項

Ｂ 7 ①に加えて、②か③のいずれかを満たしていること。

①下記イ～ハに定める電気保安に係る事項のいずれかに該当している。
イ自然災害への対応に大きく貢献している。
ロ事故等への対応に顕著な実績がある。

※自らの事業場に関する事故への対応については、その程度や周りへの
影響を踏まえて 判断すること。

ハ「（３）イ 電気保安等の従業員教育の講師等としての実績の状況」が
B以上であること。

②例示Ｂが２～３つ以上。
③例示Ａが１つ以上。

（例示Ｂ）
・地域の防犯活動に貢献
・町内会・学校等による感謝状
・団体の要職として社会・地域に貢献
・町内会等の委員として地域に貢献

※貢献度が顕著なものは２つとカウントする。

Ｃ 5 上記Ａ及びＢに該当せず例示Ｂ以上が１つ以上。

Ｄ 0 特になし（単に団体等、町内会、自治会等の役員・委員を務めたなどの、社会
への貢献が具体的でないものを含む）
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３－３．電気保安関係永年勤続者

項 評 評
目 審査事項 価 点 評 価 事 項

(1) 電気保安関 電気保安関係の職務に従事した年数
係の経験年数 １年に

電気 つき１
保安 点とす
関係 る
の経
験年
数

(2) イ 電気保安 過去１１年以内（異動や退職等により、電気保安関係の職務に従事していな
関係の職務に Ａ 10 い期間を除く。）に事故は発生していない。（１１年以上前に特に重大な事故

電気 従事した工場 がある場合は、Ｂ評価とする。）
保安 等において、
の確 当該従事期間 Ｂ 7 過去８年以上１１年未満（異動や退職等により、電気保安関係の職務に従事
保に 電気関係報告 していない期間を除く。）の間に事故あり。（特に重大な事故の場合は、Ｃ評
関す 規則第３条に 価とする。）
る貢 基づき報告す
献 べき事故及び Ｃ 5 過去５年以上８年未満（異動や退職等により、電気保安関係の職務に従事し

同令第４条に ていない期間を除く。）の間に事故あり。（特に重大な事故の場合は、Ｄ評価
基づき届け出 とする。）
る べ き 事 故
（自己の責任 Ｄ 0 過去５年未満（異動や退職等により、電気保安関係の職務に従事していない
権限以外のも 期間を除く。）の間に事故あり。
のは除く。）
の発生の状況

ロ 電気保安 Ａ 10 電気保安に関する改善実績が実用化され、自社内だけでなく自社以外でも広
に関する改 く使用されている。
善、研究、
考案、発明 Ｂ 7 電気保安に関する改善実績が実用化され、自社内で使用されている。
等の状況

Ｃ 5 電気保安に関する改善実績がある。

Ｄ 0 上記以外

ハ 電気保安 Ａ 10 概ね年２回以上講師等としての実績がある。
等の従業員
教育の講師 Ｂ 7 概ね年１回以上講師等としての実績がある。
等としての
実績の状況 Ｃ 5 講師等としての実績がある。

Ｄ 0 上記以外

ニ 官公庁又 Ａ 10 概ね年２回以上委員としての実績がある。
は団体等の
電気保安関 Ｂ 7 概ね年１回以上委員としての実績がある。
係の委員会
の委員とし Ｃ 5 委員としての実績がある。
ての実績の
状況 Ｄ 0 上記以外

ホ その他電 Ａ 10 以下のいずれかに該当し、その功績が特筆すべきものである。
気保安に関 ・団体等において、技術・知識の向上に資する体制を整備。（委員会の設置等）
する技術又 ・団体等において、技術・知識の向上に資する活動（構成員を外部研修会等
は知識の向 に派遣等）を実施。
上に特筆す ・論文を執筆。
べき功績の
状況 Ｂ 7 Ａ評価の各事項のいずれかに該当する。

Ｃ 5 技術・知識の向上に資する活動を実施している。（業界紙に記事を執筆、など）

Ｄ 0 上記以外
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項 評 評
目 審査事項 価 点 評 価 事 項

(3) イ 表彰関係 Ａ 10 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が３件以上ある。（電気保安功
労者監督部長表彰（当該表彰の前身となる表彰を含む）を除く。）

表 ① 電気保安
彰 関係の表彰 Ｂ 7 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が２件ある。（電気保安功労者
受 受賞の状況 監督部長表彰（当該表彰の前身となる表彰を含む）を除く。）
賞
そ Ｃ 5 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が１件ある。（電気保安功労者
の 監督部長表彰（当該表彰の前身となる表彰を含む）を除く。）
他

Ｄ 0 上記以外

② 電気保安 Ａ 10 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が４件以上ある。
関係以外の
表彰受賞の
状況 Ｂ 7 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が３件ある。

Ｃ 5 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が２件ある。

Ｄ 0 上記以外

ロ その他社 Ａ 10 ①に加えて、②～④のいずれかを満たしていること。
会の模範と
して特筆す ①下記イ～ハに定める電気保安に係る事項の全てに該当している。
べき事項 イ自然災害への対応に大きく貢献している。

ロ事故等への対応に顕著な実績がある。
※自らの事業場に関する事故への対応については、その程度や周りへの

影響を踏まえて判断すること。
ハ「（２）ハ 電気保安等の従業員教育の講師等としての実績の状況」が
B以上であること。

②例示Ａが２つ以上。
③例示Ａが１つ＋例示Ｂが２つ以上。
④例示Ｂが４つ以上。

（例示Ａ）
・自治体・警察・消防・民間団体等による感謝状
・奉仕活動に貢献
・団体等の長として社会に貢献

※貢献度が顕著なものは２つとカウントする。

Ｂ 7 ①に加えて、②か③のいずれかを満たしていること。

①下記イ～ハに定める電気保安に係る事項のいずれかに該当している。
イ自然災害への対応に大きく貢献している。
ロ事故等への対応に顕著な実績がある。

※自らの事業場に関する事故への対応については、その程度や周りへの
影響を踏まえて 判断すること。

ハ「（２）ハ 電気保安等の従業員教育の講師等としての実績の状況」が
B以上であること。

②例示Ｂが２～３つ以上。
③例示Ａが１つ以上。

（例示Ｂ）
・地域の防犯活動に貢献
・町内会・学校等による感謝状
・団体の要職として社会・地域に貢献
・町内会等の委員として地域に貢献

※貢献度が顕著なものは２つとカウントする。

Ｃ 5 上記Ａ及びＢに該当せず例示Ｂ以上が１つ以上。

Ｄ 0 特になし（単に団体等、町内会、自治会等の役員・委員を務めたなどの、社
会への貢献が具体的でないものを含む）
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３－４．その他の功労者

項 評 評
目 審査事項 価 点 評 価 事 項

災害その他非 当該審査事項の対象となった個人について、審査選考する。
常の場合にお
いて、電気保
安の確保に努
め、人命救助
又は大規模な
感電防止等、

公共の安全維
持に顕著な功
績が認められ
ること。
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４．団体の部
４－１．電気保安にかかる研究・教育団体

項 評 評
目 審査事項 価 点 評 価 事 項

(1) イ 電気関係 電気関係法令が整備されており、会員等に対して積極的に指導・助言を行っ
法令に十全 Ａ 10 ている。

電気 を期してい
保安 ること
関係
法令 Ｂ 7 電気関係法令が整備されており、会員等に対し積極的に指導・助言を行って
遵守 いる。
状況

Ｃ 5 電気関係法令が整備されており、会員等に対し指導・助言を行っている。

Ｄ 0 上記以外

(2) 事故の発生状 ５年を超える 電気関係報告規則第３条に基づき報告すべき事故及び同規則第４条に基づ
事故 況 １年につき１ き届け出るべき事故（当該電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者の
の発 点。ただし２ 責任によらないものは除く。）及び公害関係その他社会の範としてふさわし
生状 ０点を上限と くない問題が５年間を超えて発生していないもので、その超える年数。
況 する｡

(3) イ 電気保安 Ａ 10 会員等を対象に概ね年４回以上講習会等を実施し、内容も充実している。
保安 等の（会員
教育 等）教育の Ｂ 7 会員等を対象に概ね年２回以上講習会等を実施している。
の実 実施状況
施状 Ｃ 5 会員等を対象に講習会等を実施している。
況

Ｄ 0 上記以外

ロ 団体内に Ａ 10 委員会、研究会等を概ね年４回以上開催し、その成果を得ている。
おける電気
保安関係の
委員会、研 Ｂ 7 委員会、研究会等を概ね年２回以上開催している。
究会等の設
置及び活動 Ｃ 5 委員会、研究会等を開催している。
状況

Ｄ 0 上記以外

ハ 団体外に Ａ 10 研究会、講習会等に概ね年４回以上参加し、その成果を得ている。
おける保安
関係の研究
会、講習会 Ｂ 7 研究会、講習会等に概ね年２回以上参加し、その成果を得ている。
等への参加
状況

Ｃ 5 研究会、講習会等に参加し、その成果を得ている。

Ｄ 0 上記以外

(4) 保安技術の向 Ａ 30 保安技術の向上又は安全思想の普及に積極的に取り組み、顕著な貢献が
電気 上又は安全思 認められる。
保安 想の普及に顕
の確 著に貢献が認
保に められること Ｂ 20 保安技術の向上又は安全思想の普及に取り組み、貢献が認められる。
関す
る貢
献

Ｃ 10 保安技術の向上又は安全思想の普及に取り組んでいる。

Ｄ 0 上記以外
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項 評 評
目 審査事項 価 点 評 価 事 項

(5) イ 表彰関係 Ａ 10 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が３件以上ある。（電気保安功
① 電気保安 労者監督部長表彰（当該表彰の前身となる表彰を含む）を除く。）

表 関係の表彰
彰 受賞の状況 Ｂ 7 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が２件ある。（電気保安功労者
受 （団体内で電 監督部長表彰（当該表彰の前身となる表彰を含む）を除く。）
賞 気保安関係
そ で表彰を受 Ｃ 5 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が１件ある。（電気保安功労者
の 賞した者が 監督部長表彰（当該表彰の前身となる表彰を含む）を除く。）
他 いる場合は､

評価の対象 Ｄ 0 上記以外
とする。）

②電気保安関 Ａ 10 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が４件以上ある。
係以外の表
彰受賞の状 Ｂ 7 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が３件ある。
況

Ｃ 5 国、地方公共団体、民間団体等からの表彰実績が２件ある。

Ｄ 0 上記以外

ロ その他社 Ａ 10 ①に加えて、②～④のいずれかを満たしていること。
会の模範と
して特筆す ①下記イ～ハに定める電気保安に係る事項の全てに該当している。
べき事項 イ自然災害への対応に大きく貢献している。

ロ事故等への対応に顕著な実績がある。
※自らの事業場に関する事故への対応については、その程度や周りへの

影響を踏まえて判断すること。
ハ「（３）イ電気保安等の（会員等）教育の実施状況」が B 以上であるこ

と。

②例示Ａが２つ以上。
③例示Ａが１つ＋例示Ｂが２つ以上。
④例示Ｂが４つ以上。

（例示Ａ）
・自治体・警察・消防・民間団体等による感謝状
・奉仕活動に貢献
・その他社会に貢献

※貢献度が顕著なものは２つとカウントする。

Ｂ 7 ①に加えて、②か③のいずれかを満たしていること。

①下記イ～ハに定める電気保安に係る事項のいずれかに該当している。
イ自然災害への対応に大きく貢献している。
ロ事故等への対応に顕著な実績がある。
※自らの事業場に関する事故への対応については、その程度や周りへの

影響を踏まえて 判断すること。
ハ「（３）イ電気保安等の（会員等）教育の実施状況」が B 以上であるこ

と。

②例示Ｂが２～３つ以上。
③例示Ａが１つ以上。

（例示Ｂ）
・地域の防犯活動に貢献
・町内会・学校等による感謝状
・団体の要職として社会・地域に貢献
・町内会等の委員として地域に貢献

※貢献度が顕著なものは２つとカウントする。

Ｃ 5 上記Ａ及びＢに該当せず例示Ｂ以上が１つ以上。

Ｄ 0 特になし（単に団体等、町内会、自治会等の役員・委員を務めたなどの、社
会への貢献が具体的でないものを含む）
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４－２．その他の功労団体

項 評 評
目 審査事項 価 点 評 価 事 項

災害その他非 当該審査事項の対象となった団体について、審査選考する。
常の場合にお
いて、電気保
安の確保に努
め、人命救助
又は大規模な
感電防止等、

公共の安全維
持に顕著な功
績が認められ
ること。
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